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１．目的

当市では、職員が安心して仕事と子育ての両立ができるよう職場の意識や職場風土の改

革及び働き方の改革に取り組むとともに、一人ひとりが次世代を担うこどもたちのために、

地域社会における子育て支援の取組にも積極的に参加することにより、社会全体の子育て

しやすい環境づくりに貢献することを目的として、「むつ市特定事業主行動計画」を策定

しています。

また、平成２８年３月には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律により

「女性活躍推進法に基づくむつ市特定事業主行動計画」を策定しました。

これらの計画には、職員一人ひとりが仕事と家庭の両立を実現し、ワークライフバラン

スの向上を図るという共通の目的があります。近年、働き方改革が推進される中であって

も、依然として長時間の超過労働や年次休暇取得の少なさなど課題は山積しておりますが、

これらを効果的に解決していくため、密接な関係にある２つの行動計画を統合し、新たに

「むつ市ワークライフバランス推進計画」として策定するものです。

２．本計画の位置付け

本計画は、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代育成法」という）第１９条及び女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という）第１９

条に基づくそれぞれの特定事業主行動計画を統合した計画として位置づけています。

３．策定主体

本計画の特定事業主を次のとおりとし、策定主体とします。

【策定主体】

市長、市議会議長、選挙管理委員会、代表監査委員、農業委員会、教育委員会、

公営企業管理者

４ 計画期間

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間とします。

５ 計画の推進体制

対象職員：全職員を対象とします。

総 務 課：本計画に定める事項の進捗状況や効果の検証を行い、着実に計画を推進しま

す。また、国の法制化や施策の動向等を踏まえ、必要に応じ、計画の見直し

を行います。

両法律に基づき年１回取組状況等を市のホームページで公表します。

所 属 長：所属内に本計画の周知を図り、具体的な取組を率先して実行します。



６ 現状について

【次世代育成法・女性活躍推進法関係】

（１）男女別の育児休業取得率と取得期間の分布状況

①育児休業取得率

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

男性(％) 0.0 0.0 23.1 20.0

女性(％) 100.0 100.0 100.0 100.0

②育児休業の取得期間の分布状況（Ｒ５年度中に取得）

【次世代育成法関係】

（１）男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率

Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年

取得者数(人) 5 2 1 4 1

対象者数(人) 9 5 8 5 5

取得率(％) 55.6 40.0 12.5 80.0 20.0

（２）年次有給休暇の平均取得日数

Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年

取得日数(日) 8.6 5.8 9.2 12.3

(71.4%)

(28.6%)

女性職員

10月以上～1年未満

1年以上

(100.0%)

男性職員

10月未満



（３）時間外勤務時間数と上限超え職員数（Ｒ５年度実績）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平均時間
17.1 13.6 15.2 12.8 10.1 11.4 14.5 15.5 12.5 12.4 12.9 20.6

数(H)

45H超
35 23 30 18 14 12 22 22 19 24 29 49

(人)

100H以上
4 0 2 0 0 0 2 4 4 5 1 2

(人)

【女性活躍推進法関係】

（１）女性職員の採用割合

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

採用割合(％) 46.7 57.9 53.3 43.8 38.9

（２）採用試験の受験者の女性割合

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

受験者割合(％) 34.9 43.4 44.9 40.0 43.7

（３）管理職の女性割合

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

管理職割合(％) 16.5 17.9 21.5 23.6 23.5

（４）各役職段階の職員の女性割合

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

部長・次長
13.6 16.3 21.7 18.5 20.4

相当職(％)

課長相当職
18.6 18.8 21.3 27.5 25.8

(％)

課長補佐
38.9 48.7 53.6 50.0 48.6

相当職(％)

係長相当職
40.0 33.3 29.7 39.5 31.0

(％)



７ 達成目標

本計画は、「仕事と生活の調和した社会を実現するための職場改革」「子育てに喜びを

実感できるための職場改革」「女性職員の職業生活における活躍の推進」を柱とし、具体

的目標を掲げて取り組みます。

《数値目標》

【次世代育成法・女性活躍推進法共通目標】

・育児休業（育児短時間勤務、部分休業を含む。）を取得できる職員のうち、子が１

歳に達する日までの期間以上を休業する職員を、女性職員１００％、男性職員５％

以上とする。

・年次有給休暇の平均取得日数を年間１５日以上とする。

・各課における年間残業時間を令和６年度実績から３０％減とする。

・育児休業等による休職者を除いた職員の夏季休暇取得者を１００％とする。

【次世代育成法目標】

・妻の出産に伴う特別休暇（配偶者出産休暇及び育児参加休暇）の取得率を９５％以

上とする。

・スマイルカエルデー(全庁一斉消灯)の実施日を４０日以上とする。

【女性活躍推進法目標】

・部長級及び次長級となる女性職員の割合を２０％以上とする。

・女性正職員の割合を４０％以上とする。

８ 具体的な取組

１ 「仕事と生活の調和した社会を実現するための職場改革」への取組

仕事と家庭の両立を支援するため、休業・休暇を取得しやすい職場づくり、働き方の見

直しや多様な働き方の実現に向けて、次の取組を進めます。

(1) 既存の各種制度の周知徹底

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度及び共済組合

による出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図るとともに、全職員に

対し「仕事と家庭の両立支援」についての啓発に努めます。

(2) 妊娠中及び出産後における配慮

妊娠中及び出産後の職員の健康や安全を適切に確保するため、本人の希望に応じ、業

務分担の見直しや時間外勤務を制限するなどの措置を行います。

(3) 超過勤務の縮減

ア 小学校就学の始期に達するまでのこどものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制



限の周知及び小学校就学の始期に達するまでのこどもを育てる職員に対して、仕事

と家庭生活の両立を支援するための深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について

の周知徹底

イ スマイルカエルデーの取組強化

① 実施の目的を理解及び共有します。また、所属長が定時退庁の率先垂範を行い、

各職員に対しても定時退庁を促します。職員同士で声を掛け合って退庁するなど、

日頃から定時に退庁しやすい雰囲気の醸成に努めます。

② 定時退庁できない職員が多い部署を把握し、管理職員へのマネジメント能力の

向上を図ります。

ウ 事務の簡素合理化の推進

① 所属長をはじめ職員一丸となった事務事業の積極的な見直しを行い、適正な人

員の配置及び業務量の可視化、年間を通じた平準化を図り、更なる事務の簡素合

理化を推進します。

② 新たに事業等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討の

上実施し、併せて既存の事業等との関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃

止します。

③ 業務を効率化し時間外勤務を縮減するため、定期的、恒常的業務のマニュアル

化の推進及び処理量を重要とする業務について、部内相互応援の体制整備を促進

します。

④ 会議１０則に基づき、会議や打合せは資料の事前配付等により効率的に運営し

ます。

エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等

① 超過勤務縮減のための取組の重要性について、超過勤務縮減週間等の実施を通

じて、管理職をはじめとする職員全体でさらに認識を深めるとともに、安易に超

過勤務が行われることのないよう意識啓発等の取組を行います。

② 各部毎の超過勤務の状況を把握し、特に超過勤務が多い職員及び職場について、

管理職員からヒアリングを行った上で注意喚起するとともに、管理職員の超過勤

務に対する認識の徹底を図ります。

オ 勤務時間管理の徹底等

① 職員の勤務状況の的確な把握、各部署の実情に応じた縮減目標の設定など、勤

務時間管理の徹底を図ります。

② 所属長は、所属職員の１年間の時間外勤務時間数について、人事院規則等に定

める上限目安時間（年間３６０時間。他律的業務の比重が高い部署に勤務する職

員は７２０時間）以内となるように努めます。

(4) 休暇の取得促進

ア 年次有給休暇の取得の促進

① 職員一人ひとりが、年間の年次有給休暇取得目標日数を設定し、その確実な実

行を図ります。

② 庁議等の場において、定期的に年次有給休暇の取得促進について周知し、職場



の意識改革を行います。

③ 所属長が個人ごとに年次有給休暇の取得目標及び取得計画を策定させ、業務の

進行管理を行い、積極的に休暇取得のための支援を行います。

④ 年次有給休暇取得率の低い部署を把握し、所属長からその勤務実態についてヒ

アリングを行った上で注意喚起するとともに、計画的な休暇取得を指導させます。

⑤ 休暇促進キャンペーン等を実施し、取得促進の周知を図ります。

⑥ 安心して職員が年次有給休暇の取得ができるよう、事務処理において相互応援

ができる体制を整備します。

イ 連続休暇等の取得の促進

① 国民の祝日や夏季休暇の前後における年次有給休暇の取得促進を図ります。

② １２月から２月の間に土日と合わせて連続した年次有給休暇を取得する「冬休

み」制度の取得促進を図ります。

③ 夏季休暇取得時期等における公式会議の開催や照会文書等の報告日の設定など

を自粛するよう周知します。

④ 勤続１０年、２０年及び３０年に達する職員に対し、年次有給休暇による「リ

フレッシュ休暇」の取得を積極的に働きかけるとともに、職員が希望する時期に

取得できるよう必要な調整を行います。

(5) 柔軟な働き方の活用周知

職員がフルタイムで働きながら子育てを行うことができるよう、時差出勤やテレワ

ークの活用について周知を図ります。

(6) 転勤・異動についての配慮

官署を異にする異動を命ずる場合において、それによりこどもの養育を行うことが

困難となる職員がいるときは、当該職員からのヒアリングを実施した上で、子育ての

状況に応じた人事上の配慮を行います。

２ 「子育てに喜びを実感できるための職場改革」への取組

子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、特に、子育ては男女が協力して行

うべきものとの視点に立って、仕事と子育ての両立が図られるよう次の取組を進めます。

(1) 男性職員の子育て目的の休暇等の取得促進

男性職員がこどもの出生時に取得できる配偶者出産休暇並びに育児参加休暇及び育児

休業等について全庁的に周知及び対象職員に個別説明を行うことで取得促進に努めると

ともに、職場における理解が得られるための環境づくりを行います。

(2) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等

ア 男性の育児休業等の取得促進

男性も育児休業、育児短時間勤務及び部分休業（以下「育児休業等」という。）



を取得できることについての周知等、男性の育児休業等の取得を促進するための措

置を講じます。

イ 育児休業等の周知

育児休業等の制度内容や休業期間中の育児休業手当金の支給等経済的な支援措置

について周知します。

ウ 育児休業等経験者に関する情報の提供

育児休業等を取得した経験のある職員に関する情報を提供することにより、育児

休業等を取得することのメリットを周知するとともに、取得を希望する職員の不安

の軽減を図ります。

エ 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成

育児休業等に対する職場の意識改革を進め、各種機関が開催するセミナー等への

参加を促します。

オ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援

育児休業中の職員に対して、広報誌の配布や業務に関する情報提供・能力開発を

行うとともに、職場復帰時に必要な支援を行います。

カ 育児休業に伴う臨時的任用制度の活用

部内の人事配置等によって育児休業中の職員の業務を処理することが困難なとき

は、臨時的な任用により適切な代替要員の確保を図ります。

キ 子育てを行う女性職員の活躍推進

育児休業を取得する女性職員に対するキャリアパスの提示及びキャリア形成支援

並びに相談内容に応じた助言等、円滑な職場復帰支援及びキャリア形成支援への取

組を進めます。

ク 早出、遅出勤務又は時差出勤を行っている職場においては、保育施設送迎等を行

う職員に配慮して勤務時間を割り振ります。

ケ 職員及びその家族の記念日等のための「アニバーサリー休暇」やこどもの学校行

事等、家族とのふれあいのための年次有給休暇等の取得の促進を図ります。

コ こどもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に

対して取得できる雰囲気の醸成を図ります。

サ 育児休業等を取得したことのみによって、昇格・昇任に不利益とならない取扱い

となっていることの周知徹底を図り、取得しやすい環境整備を図ります。

(3) 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

ア 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等、働きやすい環境を阻害する職場

における慣行その他の諸要因を解消するため、情報提供等による意識啓発を行いま

す。

イ 各年齢層に対して、研修等を通じた意識啓発を積極的に行います。

ウ ハラスメント防止に関する情報を収集し、意識啓発及び相談窓口の周知を行うこ

とにより、働きやすい環境の整備を図ります。

エ 組織として「イクメン（男性の子育て参加）・イクボス（イクメンを支援する上

司）宣言」を検討するなど、男性職員の積極的育児参加を促します。



３ 「地域における子育てしやすい環境づくり」への取組

地域社会の構成員として、その地域における子育て支援の取組に積極的に参加できるよ

う次の取組を進めます。

(1)こども・子育てに関する地域貢献活動

ア こども子育てに関する活動の支援

① 地域において、こどもの健全育成、疾患・障害を持つこどもの支援、子育て家庭

の支援等を行うＮＰＯや地域団体等の活動に対する職員の積極的な参加を支援しま

す。

②「むつ☆かつ」等の地域におけるスポーツや文化活動、地域の子育て活動に職員が

参加しやすい雰囲気の醸成に努めます。

イ こどもの体験活動等の支援

①こどもが参加する地域の行事・活動に庁舎内施設や敷地を提供します。

②こどもが参加する各種学習会等の行事において、職員が専門分野を活かした指導に

ついて積極的に協力します。

③中学校等からの職員派遣依頼による特別授業等の実施を支援します。

④こどもが参加するボランティア活動に、ボランティアリーダー等として職員の積極

的な参加を支援します。

ウ こどもを交通事故から守る活動の実施や支援

①こどもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極的な参加を支

援します。

②交通事故等について、綱紀粛正通知による呼びかけを行います。

③公用自動車の運転に関し、専門機関等による安全運転に関する研修の受講等を支援

します。

エ 安全で安心してこどもを育てられる環境の整備

こどもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的防犯

活動や少年非行防止、立ち直り支援のためのボランティア活動等への職員の積極的な

参加を支援するため、ボランティア休暇の対象拡大を検討します。

(2) こどもとふれあう機会の充実

①こどもを対象とした職場見学を希望に応じ実施します。

②職員のこども等、家族を対象とした職場見学を希望に応じ実施します。

③市が実施又は参加する地域の祭り等レクリエーション活動について、当該職員だけ

ではなく、こどもを含めた家族全員が参加できるように配慮します。

(3) 学習機会の提供等による家庭の教育力の向上

こどもとの交流の時間が確保しにくい職員に対し、家庭における子育てやしつけのヒ

ント集等を活用し、家庭教育に関する講座等の実施や情報の提供を行います。



４ その他の取組

(1)子育てバリアフリー

ア 外部からの来庁者の多い庁舎において、トイレやベビーベッド、授乳室の設置等、

乳幼児と一緒に安心して利用できる環境の整備を継続していきます。

イ こどもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、絵本や玩具を配置するとともに、

親切な応接対応等ソフト面でのバリアフリーの取組を推進します。

(2)女性管理職の割合に関する取組

ア 女性職員を対象とする外部研修（自治大学校、市町村アカデミー等）へ積極的に派

遣します。

イ 女性職員を人事・財政・企画・議会等多様なポストに積極的に配置します。

ウ 女性職員を積極的に国・県等の実務研修生として派遣します。

(3)女性正職員の割合に関する取組

ア 職員採用試験の受験者募集の時期に合わせ、仕事と子育てに励む女性職員の声をホ

ームページで紹介することにより、女性が働きやすい環境及び育児に積極的な職場環

境であることをアピールし、女性の受験者数を増やすことで全体として女性の採用人

数の増を目指します。

イ 高校・大学等への訪問や就職説明会の中で、市のワークライフバランスに対する取

組みや、仕事と家庭を両立している女性職員を紹介し、女性にとって働きやすい職場

環境であることのＰＲを積極的に行います。

ウ 技術系（土木・建築等）職員への女性の採用を目指します。

エ 出産、育児等を理由に離職した女性を念頭においた再度受験する機会を創出します。


